
条 例

��������������

�愛媛県条例第３９号
愛媛県財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年７月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（昭和３９年愛媛県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第４条 省略

（行政財産の無償貸付け又は減額貸付け）

第５条 前条の規定は、行政財産を無償又は時価よりも低い価額で

貸し付ける場合について準用する。

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

第４条 省略

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第４０号
愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年７月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例

（愛媛県職員退職手当条例の一部改正）

第１条 愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（失業者の退職手当）

第１０条 勤続期間１２月以上（特定退職者（雇用保険法（昭和４９年法

律第１１６号）第２３条第２項に規定する特定受給資格者に相当するも

（失業者の退職手当）

第１０条 勤続期間６月以上

� 目 次 �
条 例

○ 愛媛県財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正す

る条例…………………………………………………………………………１

○ 愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例………………………１

○ 愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例…………………………４

○ 愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改

正する条例……………………………………………………………………１０

発 行 愛 媛 県

○ 愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動用自動車の

使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改

正する条例……………………………………………………………………１２

○ 愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例……………１４

○ 愛媛県道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例……………………１５

○ 愛媛県手数料条例の一部を改正する条例…………………………………１８

○ 愛媛県警察本部組織条例の一部を改正する条例…………………………２２

○ 愛媛県議会議員弔慰金支給条例を廃止する条例…………………………２３

毎週（火・金）曜日発行 第１８７８号外１ 平成１９年７月１３日

平成１９年７月１３日金曜日 第１８７８号外１

愛 媛 県 報

１



のとして人事委員会規則で定めるものをいう。以下この条におい

て同じ。）にあつては、６月以上）で退職した職員（第４項又は

第６項の規定に該当する者を除く。）であつて、第１号に掲げる

額が第２号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同

法 第１５条第１項に規定する受給資

格者と、当該退職した職員の勤続期間（当該勤続期間に係る職員

となつた日前に職員又は人事委員会規則で定める職員に準ずる者

（以下この条において「職員等」という。）であつたことがある

ものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該

勤続期間又は当該職員等であつた期間に第２号ア又はイに掲げる

期間が含まれているときは、当該同号ア又はイに掲げる期間に該

当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」

という。）の年月数を同法第２２条第３項に規定する算定基礎期間

の年月数と、当該退職の日を同法第２０条第１項第１号に規定する

離職の日と、特定退職者を同法第２３条第２項

に規定する特定

受給資格者とみなして同法第２０条第１項を適用した場合における

同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期

間（当該期間内に妊娠、出産、育児その他人事委員会規則で定め

る理由により引き続き３０日以上職業に就くことができない者が、

人事委員会規則で定めるところにより知事 にその旨

を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない

日数を加算するものとし、その加算された期間が４年を超えると

きは、４年とする。次項において「支給期間」という。）内に失

業している場合において、第１号に規定する一般の退職手当等の

額を第２号に規定する基本手当の日額で除して得た数（１未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）に等しい日数（以下こ

の項において「待期日数」という。）を超えて失業しているとき

は、第１号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分

の失業の日につき第２号に規定する基本手当の日額に相当する金

額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件

に従い、支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待

期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

�・� 省略

２ 勤続期間１２月以上（特定退職者にあつては、６月以上）で退職

した職員（第５項又は第７項の規定に該当する者を除く。）が支

給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職

手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第２号

の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合

にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する

金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条

件に従い、支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につ

き同法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数

に相当する日数分を超えては支給しない。

３～１５ 省略

で退職した職員（第４項又は

第６項の規定に該当する者を除く。）であつて、第１号に掲げる

額が第２号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇

用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第１５条第１項に規定する受給資

格者と、当該退職した職員の勤続期間（当該勤続期間に係る職員

となつた日前に職員又は人事委員会規則で定める職員に準ずる者

（以下この条において「職員等」という。）であつたことがある

ものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該

勤続期間又は当該職員等であつた期間に第２号ア又はイに掲げる

期間が含まれているときは、当該同号ア又はイに掲げる期間に該

当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」

という。）の年月数を同法第２２条第３項に規定する算定基礎期間

の年月数と、当該退職の日を同法第２０条第１項第１号に規定する

離職の日と、同法第２３条第２項に規定する特定受給資格者に相当

するものとして人事委員会規則で定める者を同項に規定する特定

受給資格者とみなして同法第２０条第１項を適用した場合における

同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期

間（当該期間内に妊娠、出産、育児その他人事委員会規則で定め

る理由により引き続き３０日以上職業に就くことができない者が、

人事委員会規則で定めるところにより公共職業安定所長にその旨

を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない

日数を加算するものとし、その加算された期間が４年を超えると

きは、４年とする。次項において「支給期間」という。）内に失

業している場合において、第１号に規定する一般の退職手当等の

額を第２号に規定する基本手当の日額で除して得た数（１未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）に等しい日数（以下こ

の項において「待期日数」という。）を超えて失業しているとき

は、第１号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分

の失業の日につき第２号に規定する基本手当の日額に相当する金

額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件

に従い、支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待

期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

�・� 省略

２ 勤続期間６月以上 で退職

した職員（第５項又は第７項の規定に該当する者を除く。）が支

給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職

手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第２号

の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合

にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する

金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条

件に従い、支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につ

き同法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数

に相当する日数分を超えては支給しない。

３～１５ 省略

第２条 愛媛県職員退職手当条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（失業者の退職手当）

第１０条 省略

２～１４ 省略

（失業者の退職手当）

第１０条 省略

２～１４ 省略
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１５ この条の規定による退職手当は、雇用保険法

の規定によるこれに相当する給付の支給を受

ける者に対して支給してはならない。

１５ この条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法（昭

和１４年法律第７３号）の規定によるこれに相当する給付の支給を受

ける者に対して支給してはならない。

（技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第３条 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２７年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（退職手当）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 勤続期間１２月以上（特定退職者（雇用保険法（昭和４９年法律第

１１６号）第２３条第２項に規定する特定受給資格者に相当するものと

して知事が定めるものをいう。）にあつては、６月以上）で退職

した職員が、当該退職した職員を同法

第１５条第１項に規定する受給資格者とみなして同法第２０条第

１項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分

に応じ、当該各号に定める期間内に失業している場合において、

その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を

受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定によ

る基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

６ 省略

（退職手当）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 勤続期間６月以上

で退職

した職員が、当該退職した職員を雇用保険法（昭和４９年法律第１１６

号）第１５条第１項に規定する受給資格者とみなして同法第２０条第

１項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分

に応じ、当該各号に定める期間内に失業している場合において、

その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を

受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定によ

る基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

６ 省略

（愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第４条 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（退職手当）

第１６条 省略

２・３ 省略

４ 勤続期間１２月以上（特定退職者（雇用保険法（昭和４９年法律第

１１６号）第２３条第２項に規定する特定受給資格者に相当するものと

して管理者が定めるものをいう。）にあつては、６月以上）で退

職した職員が、当該退職した職員を同法

第１５条第１項に規定する受給資格者とみなして同法第２０条

第１項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区

分に応じ、当該各号に定める期間内に失業している場合において、

その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を

受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定によ

る基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

５ 省略

（退職手当）

第１６条 省略

２・３ 省略

４ 勤続期間６月以上

で退

職した職員が、当該退職した職員を雇用保険法（昭和４９年法律第

１１６号）第１５条第１項に規定する受給資格者とみなして同法第２０条

第１項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区

分に応じ、当該各号に定める期間内に失業している場合において、

その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を

受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定によ

る基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

５ 省略

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。ただし、第２条及び附則第３項の規定は、平成２２年４月１日から施行する。

（愛媛県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県職員退職手当条例第１０条第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

３ 第２条の規定による改正後の愛媛県職員退職手当条例第１０条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律（平成１９年

法律第３０号）附則第４２条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第４条の規定による改正前の船員保険法（昭和１４年法律第７３

号）の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
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（技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置）

４ 第３条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第１４条第５項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手

当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

（愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

５ 第４条の規定による改正後の愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第１６条第４項の規定は、施行日以後の退職に係る退職

手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第４１号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年７月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（徴収金の納付納入）

第６条 省略

２ 自動車税に係る徴収金で規則で定めるものについては、前項

に規定する方法によるほか、地方自治法施行令第１５８条の２第１項

の規定により知事が収納の事務を委託した者に納付することがで

きる。

３ 省略

（県民税の納税義務者等）

第１２条 県民税は、第１号に掲げる者に対しては均等割額及び前年

の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得

金額を課税標準とする所得割額の合算額によつて、第３号に掲げ

る者に対しては均等割額及び法人税額又は個別帰属法人税額を課

税標準とする法人税割額の合算額によつて、第２号及び第４号に

掲げる者に対しては均等割額によつて、第４号の２に掲げる者に

対しては法人税割額によつて、第５号に掲げる者に対しては支払

を受けるべき利子等の額を課税標準とする利子割額によつて、第

６号に掲げる者に対しては支払を受けるべき特定配当等の額を課

税標準とする配当割額によつて、第７号に掲げる者に対しては特

定株式等譲渡所得金額を課税標準とする株式等譲渡所得割額によ

つて課する。

�～� 省略

�の２ 法人課税信託（法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条

第２９号の２に規定する法人課税信託をいう。次項において同

じ。）の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内

に事務所又は事業所を有するもの

�～� 省略

２ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、か

つ、収益事業を行う もの（当該社団又は財団で収益事業を廃止

したものを含む。）又は法人課税信託の引受けを行うものは、県

民税の賦課徴収については、これを法人とみなして、法人に関す

る規定を 適用する。

３ 省略

（事業税の納税義務者等）

第１８条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、

（徴収金の納付納入）

第６条 省略

２ 徴収金の納付、納入又は払込は、別に知事の定めるところによ

り、郵便振替の方法によることができる。

３ 自動車税に係る徴収金で規則で定めるものについては、前２項

に規定する方法によるほか、地方自治法施行令第１５８条の２第１項

の規定により知事が収納の事務を委託した者に納付することがで

きる。

４ 省略

（県民税の納税義務者等）

第１２条 県民税は、第１号に掲げる者に対しては均等割額及び前年

の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得

金額を課税標準とする所得割額の合算額によつて、第３号に掲げ

る者に対しては均等割額及び法人税額又は個別帰属法人税額を課

税標準とする法人税割額の合算額によつて、第２号及び第４号に

掲げる者に対しては均等割額によつて

、第５号に掲げる者に対しては支払

を受けるべき利子等の額を課税標準とする利子割額によつて、第

６号に掲げる者に対しては支払を受けるべき特定配当等の額を課

税標準とする配当割額によつて、第７号に掲げる者に対しては特

定株式等譲渡所得金額を課税標準とする株式等譲渡所得割額によ

つて課する。

�～� 省略

�～� 省略

２ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定 があり、か

つ、収益事業を行なうもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止

したものを含む。） は、県

民税の賦課徴収については、これを法人とみなして、法人に関す

る規定をこれに適用する。

３ 省略

（事業税の納税義務者等）

第１８条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、
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次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によつ

て、その法人に課する。

� 次号 に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の

区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 省略

イ 法第７２条の４第１項各号に掲げる法人、法第７２条の５第１

項各号に掲げる法人、法第７２条の２４の７第５項各号に掲げる

法人、法第７２条の２第４項に規定する人格のない社団等、同

条第５項に規定するみなし課税法人、投資信託及び投資法人

に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）第２条第１２項に規定す

る投資法人及び資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第

１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社並びにこれらの

法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が１億円以

下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額

� 省略

２ 省略

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、か

つ、収益事業（令第１５条に規定する事業をいう。）又は法人課税

信託（法人税法第２条第２９号の２に規定する法人課税信託をいう。

次項において同じ。）の引受けを行うもの（当該社団又は財団で

収益事業を廃止したものを含む。）は、事業税の賦課徴収につい

ては、これを法人とみなして、法人に関する規定を 適用す

る。

４ 法人課税信託の引受けを行う個人には、第２項の規定により個

人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法

人の行う事業に対する事業税を課する。

（法人の事業税の税率等）

第１８条の２ 法人の行う事業（

電気供給業、ガス

供給業及び保険業を除く。）に対する事業税の額は、次の各号に

掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

�～� 省略

次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によつ

て、その法人に課する。

� 次号及び第３号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の

区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 省略

イ 法第７２条の４第１項各号に掲げる法人、法第７２条の５第１

項各号に掲げる法人、法第７２条の２４の７第６項各号に掲げる

法人、法第７２条の２第４項に規定する人格のない社団等

、投資信託及び投資法人

に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）第２条第１２項に規定す

る投資法人及び資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第

１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社並びにこれらの

法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が１億円以

下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額

� 法第７２条第３号に規定する特定信託（以下この款において「特

定信託」という。）の受託者である法人の行う信託業（特定信

託に係るものに限る。） 特定信託所得割額

� 省略

２ 省略

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定 があり、か

つ、収益事業（令第１５条に規定する事業をいう。）

を行うもの（当該社団又は財団で

収益事業を廃止したものを含む。）は、事業税の賦課徴収につい

ては、これを法人とみなして、法人に関する規定をこれに適用す

る。

（法人の事業税の税率等）

第１８条の２ 法人の行う事業（特定信託の受託者である法人の行う

信託業（特定信託に係るものに限る。）並びに電気供給業、ガス

供給業及び保険業を除く。）に対する事業税の額は、次の各号に

掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

�～� 省略

２ 特定信託の受託者である法人の行う信託業（特定信託に係るも

のに限る。）に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

� 特別法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各特定

信託の各計算期間の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右

欄に掲げる税率を乗じて計算した金額の合計額

各特定信託の各計算期間の所得のうち年４００

万円以下の金額

１００分の５

各特定信託の各計算期間の所得のうち年４００

万円を超える金額

１００分の６．６

� その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各

特定信託の各計算期間の所得を区分し、当該区分に応ずる同表

の右欄に掲げる税率を乗じて計算した金額の合計額

各特定信託の各計算期間の所得のうち年４００

万円以下の金額

１００分の５

各特定信託の各計算期間の所得のうち年４００

万円を超え年８００万円以下の金額

１００分の７．３
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各特定信託の各計算期間の所得のうち年８００

万円を超える金額

１００分の９．６

２ 省略

３ ３以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行

う法人で資本金の額又は出資金の額が１，０００万円以上のものが行

う事業に対する事業税の額は、第１項 の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金

額とする。

� 前条第１項第１号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

ア～ウ 省略

� 特別法人 各事業年度の所得及び清算所得に１００分の６．６を乗

じて得た金額

� その他の法人 各事業年度の所得及び清算所得に１００分の９．６

を乗じて得た金額

（法人の事業税の申告納付の期限）

第１８条の３ 事業税の納税義務がある法人が、各事業年度に係る法

第７２条の２５第１項に規定する所得割等若しくは収入割

又は清算所得に係る

所得割についてなすべき申告納付の期限は、次の各号に定めると

ころによる。

� 法第７２条の２５第１項又は第７２条の２８第１項の規定の適用を受

ける法人にあつては、各事業年度 終了の日から

２月以内

�～� 省略

� 法第７２条の２６第１項の規定の適用を受ける法人にあつては、

当該事業年度 開始の日から６月を経過した日から

２月以内

�～� 省略

２ 省略

（個人の事業税の税率等）

第１８条の４ 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

�～� 省略

� 第３種事業のうち法第７２条の２第１０項第５号及び第７号に掲

げる事業を行う個人 所得に１００分の３を乗じて得た金額

（地方消費税の納税義務者等）

第１８条の６ 地方消費税は、事業者の行つた法第７２条の７８第１項に

規定する課税資産の譲渡等については、当該事業者（消費税法第

９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事

業者（同法第１５条第１項に規定する法人課税信託の受託者にあつ

ては、同条第３項に規定する受託事業者及び同条第４項に規定す

る固有事業者に係る消費税を納める義務がすべて免除される事業

者に限る。）を除く。）に対し、同法第４５条第１項第４号に掲げ

３ 省略

４ ３以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行

う法人で資本金の額又は出資金の額が１，０００万円以上のものが行

う事業に対する事業税の額は、第１項又は第２項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金

額とする。

� 前条第１項第１号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

ア～ウ 省略

エ 各特定信託の各計算期間の所得に１００分の９．６を乗じて得た

金額

� 特別法人 次に掲げる金額の合計額

ア 各事業年度の所得及び清算所得に１００分の６．６を乗じて得た

金額

イ 各特定信託の各計算期間の所得に１００分の６．６を乗じて得た

金額

� その他の法人 次に掲げる金額の合計額

ア 各事業年度の所得及び清算所得に１００分の９．６を乗じて得た

金額

イ 各特定信託の各計算期間の所得に１００分の９．６を乗じて得た

金額

（法人の事業税の申告納付の期限）

第１８条の３ 事業税の納税義務がある法人が、各事業年度に係る法

第７２条の２５第１項に規定する所得割等若しくは収入割若しくは各

特定信託の各計算期間に係る特定信託所得割又は清算所得に係る

所得割についてなすべき申告納付の期限は、次の各号に定めると

ころによる。

� 法第７２条の２５第１項又は第７２条の２８第１項の規定の適用を受

ける法人にあつては、各事業年度又は各計算期間終了の日から

２月以内

�～� 省略

� 法第７２条の２６第１項の規定の適用を受ける法人にあつては、

当該事業年度又は計算期間開始の日から６月を経過した日から

２月以内

�～� 省略

２ 省略

（個人の事業税の税率等）

第１８条の４ 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

�～� 省略

� 第３種事業のうち法第７２条の２第９項第５号及び第７号に掲

げる事業を行う個人 所得に１００分の３を乗じて得た金額

（地方消費税の納税義務者等）

第１８条の６ 地方消費税は、事業者の行つた法第７２条の７８第１項に

規定する課税資産の譲渡等については、当該事業者（消費税法第

９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事

業者

を除く。）に対し、同法第４５条第１項第４号に掲げ
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る消費税額を課税標準とする譲渡割によつて、法第７２条の７８第１

項に規定する課税貸物については、当該課税貨物を保税地域から

引き取る者に対し、消費税法第４７条第１項第２号に掲げる課税標

準額に対する消費税額又は同法第５０条第２項の規定により徴収す

べき消費税額（消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。）

を課税標準とする貨物割によつて課する。

２～４ 省略

（県税の減免申請）

第８０条 省略

２ 第１８条の５の２の規定の適用を受けようとする者の前項の申請

書は、災害等により損失を受けた日の翌月末日までに、次に掲げ

る事項を記載した書類を添付して、これを提出しなければならな

い。

�～� 省略

３・４ 省略

第５章 罰則

第８７条 次の各号のいずれかに該当する者は、３万円以下の過料に

処する。

� 省略

� 第６７条の３第１項若しくは第７４条から第７６条まで又は法第７２

条の５５第１項から第４項までの規定により県税の賦課徴収につ

いて申告又は報告をすべき者で、正当な理由がなくて申告又は

報告をしなかつたもの

２ 省略

附 則

（個人の県民税の配当控除）

第７条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者の前年の総所得金

額のうちに、配当所得（法附則第５条第１項に規定する剰余金の

配当（以下この条において「剰余金の配当」という。）、同項に

規定する利益の配当（以下この条において「利益の配当」という。）、

同項に規定する剰余金の分配（以下この条において「剰余金の分

配」という。）又は同項に規定する証券投資信託（以下この条に

おいて「証券投資信託」という。）

の収

益の分配（所得税法第９条第１項第１１号に掲げるものを含まない

ものとする。以下この条において同じ。）に係る同法

第２４条に規定する配当所

得（内国法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、

租税特別措置法第９条第１項各号に掲げる配当等に係るものを除

く。）をいう。以下この条において同じ。）があるときは、次に

掲げる金額の合計額を、当該納税義務者の第１３条及び第１４条の規

定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

� 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は法附則第５条

第１項第１号に規定する特定株式投資信託（以下この条におい

て「特定株式投資信託」という。） の収益の

分配 に係る配当所得について

は、当該配当所得の金額の１００分の１．２（課税総所得金額から特

定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所

得の金額を控除した金額が１，０００万円を超える場合には、当該剰

余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は特定株式投資信託

の収益の分配 に

係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額（当

る消費税額を課税標準とする譲渡割によつて、法第７２条の７８第１

項に規定する課税貸物については、当該課税貨物を保税地域から

引き取る者に対し、消費税法第４７条第１項第２号に掲げる課税標

準額に対する消費税額又は同法第５０条第２項の規定により徴収す

べき消費税額（消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。）

を課税標準とする貨物割によつて課する。

２～４ 省略

（県税の減免申請）

第８０条 省略

２ 第１８条の３ の規定の適用を受けようとする者の前項の申請

書は、災害等により損失を受けた日の翌月末日までに、次に掲げ

る事項を記載した書類を添付して、これを提出しなければならな

い。

�～� 省略

３・４ 省略

第５章 罰則

第８７条 次の各号のいずれかに該当する者は、３万円以下の過料に

処する。

� 省略

� 第６７条の２第１項若しくは第７４条から第７６条まで又は法第７２

条の５５第１項から第４項までの規定により県税の賦課徴収につ

いて申告又は報告をすべき者で、正当な理由がなくて申告又は

報告をしなかつたもの

２ 省略

附 則

（個人の県民税の配当控除）

第７条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者の前年の総所得金

額のうちに、配当所得（法附則第５条第１項に規定する剰余金の

配当（以下この条において「剰余金の配当」という。）、同項に

規定する利益の配当（以下この条において「利益の配当」という。）、

同項に規定する剰余金の分配（以下この条において「剰余金の分

配」という。）、同項 に規定する証券投資信託（以下この条に

おいて「証券投資信託」という。）若しくは同項に規定する特定

投資信託（以下この条において「特定投資信託」という。）の収

益の分配（所得税法第９条第１項第１１号に掲げるものを含まない

ものとする。以下この条において同じ。）又は法附則第５条第１

項に規定する特定目的信託（以下この条において「特定目的信託」

という。）の収益の分配に係る所得税法第２４条に規定する配当所

得（内国法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、

租税特別措置法第９条第１項各号に掲げる配当等に係るものを除

く。）をいう。以下この条において同じ。）があるときは、次に

掲げる金額の合計額を、当該納税義務者の第１３条及び第１４条の規

定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

� 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、法 附則第５条

第１項第１号に規定する特定株式投資信託（以下この条におい

て「特定株式投資信託」という。）又は特定投資信託の収益の

分配及び特定目的信託の収益の分配に係る配当所得について

は、当該配当所得の金額の１００分の１．２（課税総所得金額から特

定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所

得の金額を控除した金額が１，０００万円を超える場合には、当該剰

余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又

は特定投資信託の収益の分配及び特定目的信託の収益の分配に

係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額（当
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該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配

当所得の金額）については、１００分の０．６）に相当する金額

�・� 省略

２ 省略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る県民税の課税の特例）

第１３条 省略

２ 省略

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、

所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置

法第３３条から第３３条の４まで、第３４条から第３５条まで、第３６条の

２、第３６条の５、第３７条 、第３７条の４から第３７条の７まで

又は第３７条の９の２から第３７条の９の４までの規定の適用を受け

るときは、当該土地等の譲渡は、法附則第３４条の２第１項に規定

する優良住宅地等のための譲渡又は同条第２項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る県民税の課税の特例）

第１６条の５ 省略

２ 省略

３ 県民税の所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約実施

特例法第３条の２の２第６項に規定する条約適用配当等（次項に

おいて「条約適用配当等」という。）については、第１２条及び第

１３条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項

に規定する条約適用配当等の額（以下この項において「条約適用

配当等の額」という。）に対し、条約適用配当等の額（租税条約

実施特例法第３条の２の２第８項第４号の規定により読み替えら

れた法第３４条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）

に１００分の５（平成２１年３月３１日までに支払を受けるべきものにあ

つては、１００分の３）の税率から限度税率を控除して得た率に１００

分の３２（同日までに支払を受けるべきものにあつては、３分の１）

を乗じて得た率（当該納税義務者が租税条約実施特例法第３条の

２の２第３項の規定の適用を受ける場合には、１００分の１．６（同日

までに支払を受けるべきものにあつては、１００分の１）の税率）を

乗じて計算した金額に相当する県民税の所得割を課する。

４～６ 省略

（県民税の法人税割の税率の特例）

第１７条 昭和５０年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度分 又は各連結事業年度分の法人税割

及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法

人税額に係る法人税割の税率は、第１３条第４項の規定にかかわら

ず、１００分の５．８とする。

（中小法人等に対する県民税の法人税割の不均一課税）

第１８条 前条に規定する税率の適用がある法人等のうち、資本金の

額若しくは出資金の額が１億円以下のもの若しくは資本若しくは

出資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社を除く。）、

第１２条第１項第４号の２に掲げるもの又は同条第２項において法

人とみなされるものであつて、かつ、法人税割の課税標準となる

法人税額又は個別帰属法人税額が年１，０００万円以下のものに対す

る各事業年度分 又は各連結事業年度分の法

人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から当該

法人税割額に５．８分の０．８を乗じて計算して得た額に相当する額を

控除した金額とする。

２～４ 省略

該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配

当所得の金額）については、１００分の０．６）に相当する金額

�・� 省略

２ 省略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る県民税の課税の特例）

第１３条 省略

２ 省略

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、

所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置

法第３３条から第３３条の４まで、第３４条から第３５条まで、第３６条の

２、第３６条の５から第３７条まで、第３７条の４から第３７条の７まで

又は第３７条の９の２から第３７条の９の４までの規定の適用を受け

るときは、当該土地等の譲渡は、法附則第３４条の２第１項に規定

する優良住宅地等のための譲渡又は同条第２項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る県民税の課税の特例）

第１６条の５ 省略

２ 省略

３ 県民税の所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約実施

特例法第３条の２の２第６項に規定する条約適用配当等（次項に

おいて「条約適用配当等」という。）については、第１２条及び第

１３条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項

に規定する条約適用配当等の額（以下この項において「条約適用

配当等の額」という。）に対し、条約適用配当等の額（租税条約

実施特例法第３条の２の２第８項第４号の規定により読み替えら

れた法第３４条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）

に１００分の５（平成２０年３月３１日までに支払を受けるべきものにあ

つては、１００分の３）の税率から限度税率を控除して得た率に１００

分の３２（同日までに支払を受けるべきものにあつては、３分の１）

を乗じて得た率（当該納税義務者が租税条約実施特例法第３条の

２の２第３項の規定の適用を受ける場合には、１００分の１．６（同日

までに支払を受けるべきものにあつては、１００分の１）の税率）を

乗じて計算した金額に相当する県民税の所得割を課する。

４～６ 省略

（県民税の法人税割の税率の特例）

第１７条 昭和５０年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度分、各計算期間分又は各連結事業年度分の法人税割

及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法

人税額に係る法人税割の税率は、第１３条第４項の規定にかかわら

ず、１００分の５．８とする。

（中小法人等に対する県民税の法人税割の不均一課税）

第１８条 前条に規定する税率の適用がある法人等のうち、資本金の

額若しくは出資金の額が１億円以下のもの若しくは資本若しくは

出資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社を除く。）又

は第１２条第２項 において法

人とみなされるものであつて、かつ、法人税割の課税標準となる

法人税額又は個別帰属法人税額が年１，０００万円以下のものに対す

る各事業年度分若しくは各計算期間分又は各連結事業年度分の法

人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から当該

法人税割額に５．８分の０．８を乗じて計算して得た額に相当する額を

控除した金額とする。

２～４ 省略
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５ 法人税法 第７１条第１項（同法第１４５条に

おいて準用する場合を含む。） 若しくは第８８

条（同法第１４５条の５において準用する場合を含む。）の規定によ

つて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は法第５３条

第２項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に対する

第１項の規定の適用については、同項中「法人税割の課税標準と

なる法人税額又は個別帰属法人税額」とあるのは、「法人税額の

課税標準の算定期間（法第５３条第１項に規定する算定期間をい

う。）又は連結法人税額の課税標準の算定期間（法第５３条第４項

に規定する算定期間をいう。）の末日までに前事業年度

又は前連結事業年度の法人税割として納付した税額及

び納付すべきことが確定した税額の合計額の課税標準となる法人

税額」とする。この場合において、前事業年度が１年に満たない

法人については、同項中「年１，０００万円」とあるのは、「１，０００万

円に当該前事業年度又は前連結事業年度の月数を乗じて得た額を

１２で除して計算して得た金額」とする。

６ 省略

（法人の事業税の税率の特例）

第１９条 租税特別措置法第６８条第１項の規定に該当する法人の同項

の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第１８条の

２第１項第２号中

５ 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第７１条第１項（同法第１４５条に

おいて準用する場合を含む。）、第８２条の８第１項若しくは第８８

条（同法第１４５条の５において準用する場合を含む。）の規定によ

つて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は法第５３条

第２項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に対する

第１項の規定の適用については、同項中「法人税割の課税標準と

なる法人税額又は個別帰属法人税額」とあるのは、「法人税額の

課税標準の算定期間（法第５３条第１項に規定する算定期間をい

う。）又は連結法人税額の課税標準の算定期間（法第５３条第４項

に規定する算定期間をいう。）の末日までに前事業年度若しくは

前計算期間又は前連結事業年度の法人税割として納付した税額及

び納付すべきことが確定した税額の合計額の課税標準となる法人

税額」とする。この場合において、前事業年度が１年に満たない

法人については、同項中「年１，０００万円」とあるのは、「１，０００万

円に当該前事業年度又は前連結事業年度の月数を乗じて得た額を

１２で除して計算して得た金額」とする。

６ 省略

（旧特定目的会社に係る事業税の課税の特例）

第１８条の２ 第１８条第１項第１号イの規定の適用については、当分

の間、同号イ中「特定目的会社」とあるのは、「特定目的会社（特

定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正

する法律（平成１２年法律第９７号）附則第２条第１項本文に規定す

る旧特定目的会社を含む。）」とする。

（法人の事業税の税率の特例）

第１９条 租税特別措置法第６８条第１項の規定に該当する法人の同項

の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第１８条の

２第１項第２号中

「
各事業年度の所得のうち年４００万円を超え

る金額及び清算所得

１００分の６．６

」

「
各事業年度の所得のうち年４００万円を超え

る金額及び清算所得

１００分の６．６

」

とあるのは とあるのは

「
各事業年度の所得のうち年４００万円を超え年

１０億円以下の金額及び清算所得

１００分の６．６
「

各事業年度の所得のうち年４００万円を超え年

１０億円以下の金額及び清算所得

１００分の６．６

各事業年度の所得のうち年１０億円を超える

金額

１００分の７．９

」

各事業年度の所得のうち年１０億円を超える

金額

１００分の７．９

」

と、同条第３項第２号 中「１００分の６．６」とあるのは「１００分の６．６

（各事業年度の所得のうち年１０億円を超える金額については、１００

分の７．９）」とする。

（地方消費税の納税地等の特例）

第１９条の２ 省略

２ 第６条第３項の規定は、当分の間、地方消費税に係る徴収金の

払込みについては、適用しない。

と、同条第４項第２号ア中「１００分の６．６」とあるのは「１００分の６．６

（各事業年度の所得のうち年１０億円を超える金額については、１００

分の７．９）」とする。

（地方消費税の納税地等の特例）

第１９条の２ 省略

２ 第６条第４項の規定は、当分の間、地方消費税に係る徴収金の

払込みについては、適用しない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 第６条及び附則第１９条の２の改正規定 平成１９年１０月１日

� 第１２条、第１８条から第１８条の４まで及び第１８条の６並びに附則第７条、第１７条及び第１８条の改正規定、附則第１８条の２を削る改正規

定並びに附則第１９条の改正規定並びに附則第２項及び第３項の規定 信託法（平成１８年法律第１０８号）の施行の日

� 附則第１３条の改正規定 平成２０年４月１日

（信託法の制定に伴う県民税、事業税及び地方消費税に関する経過措置）

２ 別段の定めがあるものを除き、改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）第１２条、第１８条から第１８条の３まで及び

第１８条の６並びに附則第１７条及び第１８条の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託（遺言によってされた信託にあっては同日
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以後に遺言がされたものに限り、地方税法の一部を改正する法律（平成１９年法律第４号）附則第１２条第１項に規定する新法信託（以下こ

の項において「新法信託」という。）を含む。）について適用し、同日前に効力が生じた信託（遺言によってされた信託にあっては同日

前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。）については、なお従前の例による。

３ 新条例附則第７条第１項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同項に規定する配当所得を有することとな

る場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に改正前の愛媛県県税賦課徴収条例附則第７条第１項に規定する配当所得

を有することとなる場合については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第４２号
愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年７月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例

（愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第１条 愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例（昭和４５年愛媛県条例第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（事業税の特別措置）

第２条 過疎地域内において、過疎地域自立促進特別措置法第２条

第２項の規定による公示の日（以下「公示日」という。）から平

成２１年３月３１日までの期間（以下「指定期間」という。）内に、

過疎地域自立促進特別措置法第３１条の地方税の課税免除又は不均

一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成１２年自

治省令第２０号）第１条第１号イに規定する特別償却設備（以下「特

別償却設備」という。）を新設し、又は増設した者に対して課す

る事業税の課税標準の算定については、当該特別償却設備を事業

の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年

度の所得から次の各号の区分により計算した額を控除する。

�・� 省略

２・３ 省略

（事業税の特別措置）

第２条 過疎地域内において、過疎地域自立促進特別措置法第２条

第２項の規定による公示の日（以下「公示日」という。）から平

成１９年３月３１日までの期間（以下「指定期間」という。）内に、

過疎地域自立促進特別措置法第３１条の地方税の課税免除又は不均

一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成１２年自

治省令第２０号）第１条第１号イに規定する特別償却設備（以下「特

別償却設備」という。）を新設し、又は増設した者に対して課す

る事業税の課税標準の算定については、当該特別償却設備を事業

の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年

度の所得から次の各号の区分により計算した額を控除する。

�・� 省略

２・３ 省略

（愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第２条 愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例（昭和６２年愛媛県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第２条 半島振興対策実施地域の区域内において、半島振興法第２

条第４項の規定による公示の日（その日が昭和６１年６月２７日前で

ある場合には、同日。以下「公示日」という。）から平成２１年３

月３１日までの期間（以下「指定期間」という。）内に、半島振興

法第１７条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を

定める省令（平成７年自治省令第１６号）第１条第１号に規定する

特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）を新設し、又は

増設した者に課する事業税で、次の第１号から第３号までに掲げ

る年又は事業年度に係る所得金額のうち当該新設し、又は増設し

た特別償却設備に係るものとして次の第４号又は第５号の区分に

より計算した額に対して課するものの税率は、愛媛県県税賦課徴

収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８条の２、第１８条の４及

び附則第１９条の規定にかかわらず、これらの規定

に規定する税率に次の第１号から第３号までに掲げる年又は

事業年度の区分に応じそれぞれ次の第１号から第３号までに定め

（事業税の不均一課税）

第２条 半島振興対策実施地域の区域内において、半島振興法第２

条第４項の規定による公示の日（その日が昭和６１年６月２７日前で

ある場合には、同日。以下「公示日」という。）から平成１９年３

月３１日までの期間（以下「指定期間」という。）内に、半島振興

法第１７条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を

定める省令（平成７年自治省令第１６号）第１条第１号に規定する

特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）を新設し、又は

増設した者に課する事業税で、次の第１号から第３号までに掲げ

る年又は事業年度に係る所得金額のうち当該新設し、又は増設し

た特別償却設備に係るものとして次の第４号又は第５号の区分に

より計算した額に対して課するものの税率は、愛媛県県税賦課徴

収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８条の２、第１８条の４及

び附則第１９条の規定にかかわらず、同条例第１８条の４又は附則第

１９条に規定する税率に次の第１号から第３号までに掲げる年又は

事業年度の区分に応じそれぞれ次の第１号から第３号までに定め
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る率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

２ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２」とあるのは「第１９条の２及び附則

第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」とする。

る率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

２ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２」とあるのは「第１９条の２及び附則

第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」とする。

（愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第３条 愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例（平成１４年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第２条 原子力発電施設等立地地域の区域内において、原子力発電

施設等立地地域の振興に関する特別措置法第３条第３項の規定に

よる公示の日（以下「公示日」という。）から平成２１年３月３１日

までの期間（以下「指定期間」という。）内に、原子力発電施設

等立地地域の振興に関する特別措置法第１０条の地方税の不均一課

税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成１３年総務省

令第５４号）第１条第１項第１号に規定する製造業等の用に供する

設備で、これを構成する減価償却資産のうちに同条第２項に規定

する対象設備（以下「対象設備」という。）を含むものを新設し、

又は増設した者に課する事業税で、次に掲げる年又は事業年度に

係る所得金額のうち次項の規定により当該新設し、又は増設した

設備に係るものとして計算した額に対して課するものの税率は、

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８条の

２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これらの規

定 に規定する税率に次の各号に掲げる年又は

事業年度の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た率とす

る。

�～� 省略

２～４ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２」とあるのは「第１９条の２及び附則

第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」とする。

（事業税の不均一課税）

第２条 原子力発電施設等立地地域の区域内において、原子力発電

施設等立地地域の振興に関する特別措置法第３条第３項の規定に

よる公示の日（以下「公示日」という。）から平成１９年３月３１日

までの期間（以下「指定期間」という。）内に、原子力発電施設

等立地地域の振興に関する特別措置法第１０条の地方税の不均一課

税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成１３年総務省

令第５４号）第１条第１項第１号に規定する製造業等の用に供する

設備で、これを構成する減価償却資産のうちに同条第２項に規定

する対象設備（以下「対象設備」という。）を含むものを新設し、

又は増設した者に課する事業税で、次に掲げる年又は事業年度に

係る所得金額のうち次項の規定により当該新設し、又は増設した

設備に係るものとして計算した額に対して課するものの税率は、

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８条の

２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、同条例第１８

条の４又は附則第１９条に規定する税率に次の各号に掲げる年又は

事業年度の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た率とす

る。

�～� 省略

２～４ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２」とあるのは「第１９条の２及び附則

第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」とする。

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正）

第４条 愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成１８年愛媛県条例第３６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する

条例の一部改正に伴う経過措置）

１８ 改正前の愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置

に関する条例附則第２項の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行

附 則

（愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する

条例の一部改正に伴う経過措置）

１８ 改正前の愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置

に関する条例附則第２項の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行
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日から平成２０年３月３１日までの間に行われたときに限り、当該家

屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効

力を有する。この場合において、同項中「平成１５年４月１日から

平成１８年３月３１日まで」とあるのは「平成１８年４月１日から平成

２０年３月３１日まで」と、「１００分の０．３」とあるのは「１００分の０．３５」

とする。

（愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関

する条例の一部改正に伴う経過措置）

２１ 改正前の愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別

措置に関する条例附則第２項の規定は、住宅以外の家屋の取得が

施行日から平成２０年３月３１日までの間に行われたときに限り、当

該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおそ

の効力を有する。この場合において、同項中「平成１５年４月１日

から平成１８年３月３１日まで」とあるのは「平成１８年４月１日から

平成２０年３月３１日まで」と、「１００分の０．３」とあるのは「１００分の

０．３５」とする。

日から平成１９年３月３１日までの間に行われたときに限り、当該家

屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効

力を有する。この場合において、同項中「平成１５年４月１日から

平成１８年３月３１日まで」とあるのは「平成１８年４月１日から平成

１９年３月３１日まで」と、「１００分の０．３」とあるのは「１００分の０．３５」

とする。

（愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関

する条例の一部改正に伴う経過措置）

２１ 改正前の愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別

措置に関する条例附則第２項の規定は、住宅以外の家屋の取得が

施行日から平成１９年３月３１日までの間に行われたときに限り、当

該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおそ

の効力を有する。この場合において、同項中「平成１５年４月１日

から平成１８年３月３１日まで」とあるのは「平成１８年４月１日から

平成１９年３月３１日まで」と、「１００分の０．３」とあるのは「１００分の

０．３５」とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（適用期日）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定、第２条の規定による改正後の愛媛県半島振興

対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の規定、第３条の規定による改正後の愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の

特別措置に関する条例の規定及び第４条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例の規定は、平成１９年４月１日

から適用する。

（申告期限の特例）

３ 第１条の規定による改正後の愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例第５条の規定、第２条の規定による改正後の愛媛県半

島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例第４条の規定又は第３条の規定による改正後の愛媛県原子力発電施設等立地地

域における県税の特別措置に関する条例第４条の規定による申告期限が、この条例の施行の日から起算して２０日を経過する日までに到来す

るものにあっては、これらの規定にかかわらず、同日を申告期限とする。

�愛媛県条例第４３号
愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正

する条例を次のように公布する。

平成１９年７月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を

改正する条例

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例（平成６年愛

媛県条例第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公

費負担 に関する条

例

（趣旨）

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「法」

という。）第１４１条第８項、第１４２条第１１項及び第１４３条第１５項の規

定に基づき、愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における法第

１４１条第１項の自動車（以下「選挙運動用自動車」という。）の使

用並びに法第１４２条第１項第３号のビラ（愛媛県知事の選挙の場合

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動用自

動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条

例

（趣旨）

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「法」

という。）第１４１条第８項 及び第１４３条第１５項の規

定に基づき、愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における法第

１４１条第１項の自動車（以下「選挙運動用自動車」という。）の使

用
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に限る。以下「選挙運動用ビラ」という。）並びに法第１４３条第１

項第４号の２の個人演説会告知用ポスター（愛媛県知事の選挙の

場合に限る。）及び同項第５号のポスター（以下「選挙運動用ポ

スター」という。）の作成の公費負担に関し必要な事項を定める

ものとする。

（選挙運動用自動車の使用の公費負担）

第２条 省略

第５条 省略

（選挙運動用ビラの作成の公費負担）

第６条 候補者（愛媛県知事の選挙の場合に限る。第８条において

同じ。）は、同条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるとこ

ろにより算定した金額に選挙運動用ビラの作成枚数（当該作成枚

数が、法第１４２条第１項第３号に定める枚数（愛媛県知事の選挙の

一部無効による再選挙にあっては、公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第１３２条の４第１項の表法第１４２条第１項第２号又は

第３号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区

域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数。以下同じ。）を

超える場合には、同号に定める枚数）を乗じて得た金額の範囲内

で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合に

おいては、第２条ただし書の規定を準用する。

（選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出）

第７条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業

とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を

締結し、県委員会の定めるところにより、その旨を県委員会に届

け出なければならない。

（選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払）

第８条 県は、候補者（前条の届出をした者に限る。）が同条の契

約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支

払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビ

ラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の各号に掲げる

区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える

場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額）に当該

選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて、法第１４２条第１

項第３号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、県委員

会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、県委

員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第６条後段

において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合

に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該

ビラの作成を業とする者に対し支払う。

� 当該選挙運動用ビラの作成枚数が５万枚以下である場合 ７

円３０銭

� 当該選挙運動用ビラの作成枚数が５万枚を超える場合 ４円

８８銭にその５万枚を超える枚数を乗じて得た金額に３６５，０００円

を加えた金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除して得た金

額（１銭未満の端数がある場合には、その端数は、１銭とする。）

（選挙運動用ポスターの作成の公費負担）

第９条 候補者は、第１１条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定め

るところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数

（当該作成枚数が、当該選挙区（愛媛県議会議員の選挙の一部無

効による再選挙及び愛媛県知事の選挙にあっては、当該選挙の行

われる区域。以下同じ。）におけるポスター掲示場の数に２を乗

じて得た数を超える場合には、当該２を乗じて得た数）を乗じて

並びに法第１４３条第１

項第４号の２の個人演説会告知用ポスター（愛媛県知事の選挙の

場合に限る。）及び同項第５号のポスター（以下「選挙運動用ポ

スター」という。）の作成の公営 に関し必要な事項を定める

ものとする。

（選挙運動用自動車の使用の公営 ）

第２条 省略

第５条 省略

（選挙運動用ポスターの作成の公営 ）

第６条 候補者は、第８条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定め

るところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数

（当該作成枚数が、当該選挙区（愛媛県議会議員の選挙の一部無

効による再選挙及び愛媛県知事の選挙にあっては、当該選挙の行

われる区域。以下同じ。）におけるポスター掲示場の数に２を乗

じて得た数を超える場合には、当該２を乗じて得た数）を乗じて

愛 媛 県 報平成１９年７月１３日 第１８７８号外１

１３



��������������

得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成すること

ができる。この場合においては、第２条ただし書の規定を準用す

る。

第１０条 省略

（選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払）

第１１条 県は、候補者（前条の届出をした者に限る。）が同条の契

約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者

に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動

用ポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額

を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額）

に当該選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて、当

該選挙区におけるポスター掲示場の数に２を乗じて得た数の範囲

内のものであることにつき、県委員会の定めるところにより、当

該候補者からの申請に基づき、県委員会が確認したものに限る。）

を乗じて得た金額を、第９条後段において準用する第２条ただし

書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を

業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする

者に対し支払う。

�・� 省略

第１２条 省略

得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成すること

ができる。この場合においては、第２条ただし書の規定を準用す

る。

第７条 省略

（選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払）

第８条 県は、候補者（前条の届出をした者に限る。）が同条の契

約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者

に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動

用ポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額

を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額）

に当該選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて、当

該選挙区におけるポスター掲示場の数に２を乗じて得た数の範囲

内のものであることにつき、県委員会の定めるところにより、当

該候補者からの申請に基づき、県委員会が確認したものに限る。）

を乗じて得た金額を、第６条後段において準用する第２条ただし

書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を

業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする

者に対し支払う。

�・� 省略

第９条 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第４４号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年７月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事 務 市 町 事 務 市 町

１～１９ 省略 １～１９ 省略

２０ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下

この項において「法」という。）及び法の施

行のための規則に基づく事務のうち、次に掲

げるもの

�・� 省略

� 法第１８条第２２項第１号の規定に基づく仮

使用の承認の申請の受付及び当該申請に

係る申請書の知事への送付に関する事務

（特定行政庁の承認に係るものに限る。）

�～� 省略

� 省令第１０条の４の２第１項に規定する認

定関係規定に基づく認定の申請の受付及

び当該申請に係る申請書の知事への送付

に関する事務

各市町（法第

４条第１項

若しくは第

２項又は第

９７条の２第

１項の建築

主事を置く

市を除く。）

２０ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下

この項において「法」という。）及び法の施

行のための規則に基づく事務のうち、次に掲

げるもの

�・� 省略

� 法第１８条第１３項第１号の規定に基づく仮

使用の承認の申請の受付及び当該申請に

係る申請書の知事への送付に関する事務

（特定行政庁の承認に係るものに限る。）

�～� 省略

� 省令第１０条の５第１項 に規定する認

定関係規定に基づく認定の申請の受付及

び当該申請に係る申請書の知事への送付

に関する事務

各市町（法第

４条第１項

若しくは第

２項又は第

９７条の２第

１項の建築

主事を置く

市を除く。）

２０の２～５５の２ 省略 ２０の２～５５の２ 省略
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５６ 消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１

号。以下この項において「法」という。）に

基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 消費生活用製品安全法施行令（昭和４９年

政令第４８号。以下この項において「政令」

という。）第１３条第１項の規定に基づく法

第４０条第１項に規定する報告の徴収に関

する事務

� 政令第１３条第１項の規定に基づく法第４１

条第１項に規定する立入検査に関する事

務

� 政令第１３条第１項の規定に基づく法第４２

条第１項に規定する特定製品の提出命令

に関する事務

� 政令第１３条第２項の規定に基づく報告に

関する事務

各市町 ５６ 消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１

号。以下この項において「法」という。）に

基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 消費生活用製品安全法施行令（昭和４９年

政令第４８号。以下この項において「政令」

という。）第１０条第１項の規定に基づく法

第８３条第１項に規定する報告の徴収に関

する事務

� 政令第１０条第１項の規定に基づく法第８４

条第１項に規定する立入検査に関する事

務

� 政令第１０条第１項の規定に基づく法第８５

条第１項に規定する特定製品の提出命令

に関する事務

� 政令第１０条第２項の規定に基づく報告に

関する事務

各市町

５６の２～５９の３ 省略 ５６の２～５９の３ 省略

５９の４ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す

る法律（平成１４年法律第８８号。以下この項に

おいて「法」という。）及び法の施行のため

の規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第９条の規定に基づく鳥獣の捕獲等の

許可に関する事務のうち、次に掲げるもの

に係るもの（２以上の市町の区域にわたる

ものに関するものを除く。）

ア 鳥獣による生活環境、農林水産業又は

生態系に係る被害の防止の目的で行う狩

猟鳥獣、カワウ、アオサギ、ダイサギ、

コサギ、トビ、カワラバト（ドバト）、

タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニ

ホンザル、マングース又はノヤギの捕獲

等（国有林野又は県有林の区域内におい

て国又は県が行うものを除く。）及び飛

行場の区域内における航空機の安全な

航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣

の捕獲等

イ 愛がんのための飼養の目的で行うメ

ジロ の捕獲

�～� 省略

各市町 ５９の４ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す

る法律（平成１４年法律第８８号。以下この項に

おいて「法」という。）及び法の施行のため

の規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第９条の規定に基づく鳥獣の捕獲等の

許可に関する事務のうち、次に掲げるもの

に係るもの（２以上の市町の区域にわたる

ものに関するものを除く。）

ア 鳥獣による生活環境、農林水産業又は

生態系に係る被害の防止の目的で行う狩

猟鳥獣、カワウ 、ダイサギ、

コサギ、トビ、カワラバト（ドバト）、

タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニ

ホンザル、マングース又はノヤギの捕獲

等（国有林野又は県有林の区域内におい

て国又は県が行うものを除く。）及び飛

行場の区域内における航空機の安全な

航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣

の捕獲等

イ 愛がんのための飼養の目的で行うメ

ジロ又はホオジロの捕獲

�～� 省略

各市町

６０～６２ 省略 ６０～６２ 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第４５号
愛媛県道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年７月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例

（愛媛県道路占用料徴収条例の一部改正）
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第１条 愛媛県道路占用料徴収条例（昭和４３年愛媛県条例第２２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（占用料の額）

第２条 省略

２ 省略

３ 知事は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要

があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、これらの項

に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用

料を徴収しないことができる。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（手数料及び延滞金）

第４条 法第７３条第２項の規定により徴収する占用料に係る手数料

の額は、督促状１通につき郵便法（昭和２２年法律第１６５号）第２１条

第１項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において

知事が定める額とする。

２・３ 省略

（占用料の額）

第２条 省略

２ 省略

３ 知事は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要

があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、これらの項

に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用

料を徴収しないことができる。

� 省略

� 日本郵政公社が日本郵政公社法（平成１４年法律第９７号）第１９

条第１項に規定する業務の用に供する占用物件

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（手数料及び延滞金）

第４条 法第７３条第２項の規定により徴収する占用料に係る手数料

の額は、督促状１通につき郵便法（昭和２２年法律第１６５号）第２２条

第１項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において

知事が定める額とする。

２・３ 省略

（愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正）

第２条 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和４８年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（許可を要する行為）

第２条 省略

２ 省略

３ 国、県、中核市若しくは第９条第１項に規定する市（以下「国

等」という。）の機関又は次に掲げる法人が行う第１項に規定す

る行為については、同項の許可を受けることを要しない。この場

合において、当該国等の機関又は法人は、同項に規定する行為を

しようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならな

い。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

（許可を要する行為）

第２条 省略

２ 省略

３ 国、県、中核市若しくは第９条第１項に規定する市（以下「国

等」という。）の機関又は次に掲げる法人が行う第１項に規定す

る行為については、同項の許可を受けることを要しない。この場

合において、当該国等の機関又は法人は、同項に規定する行為を

しようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならな

い。

�～� 省略

� 日本郵政公社

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 本州四国連絡高速道路株式会社

� 省略

� 省略

（愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例の一部改正）

第３条 愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例（平成７年愛媛県条例第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（資産等報告書等の提出又は作成）

第２条 議員又は知事は、その任期開始の日（再選挙若しくは補欠

選挙により議員となった者又は再選挙により知事となった者にあ

ってはその選挙の期日とし、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第２５９条の２の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申

立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又

は繰上補充により当選人と定められた議員又は知事にあってはそ

の当選の効力発生の日とする。以下同じ。）において有する次の

各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号

に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して１００日

を経過する日までに、議員にあっては愛媛県議会議長（以下「議

長」という。）に提出し、知事にあっては作成しなければならな

い。

�～� 省略

� 預金（当座預金及び普通預金を除く。）及び貯金（普通貯金

を除く。） 預金及び

貯金 の額

�～� 省略

２ 省略

（資産等報告書等の提出又は作成）

第２条 議員又は知事は、その任期開始の日（再選挙若しくは補欠

選挙により議員となった者又は再選挙により知事となった者にあ

ってはその選挙の期日とし、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第２５９条の２の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申

立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又

は繰上補充により当選人と定められた議員又は知事にあってはそ

の当選の効力発生の日とする。以下同じ。）において有する次の

各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号

に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して１００日

を経過する日までに、議員にあっては愛媛県議会議長（以下「議

長」という。）に提出し、知事にあっては作成しなければならな

い。

�～� 省略

� 預金（当座預金及び普通預金を除く。）、貯金 （普通貯金

を除く。）及び郵便貯金（通常郵便貯金を除く。） 預金、貯

金及び郵便貯金の額

�～� 省略

２ 省略

（愛媛県情報公開条例の一部改正）

第４条 愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（公文書の公開義務等）

第７条 省略

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されて

いる公文書については、公開しないものとする。

� 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報

を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別すること

はできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア・イ 省略

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）

第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平

成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独立行政法

人 の役員及び職員を除く。）、独立行政法

人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平

成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等

をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独

立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第

２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）

の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報が

その職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、

当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る

部分（当該公務員等の氏名に係る情報にあっては、公にする

（公文書の公開義務等）

第７条 省略

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されて

いる公文書については、公開しないものとする。

� 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報

を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別すること

はできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア・イ 省略

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）

第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平

成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独立行政法

人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。）、独立行政法

人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平

成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等

をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独

立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第

２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）

の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報が

その職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、

当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る

部分（当該公務員等の氏名に係る情報にあっては、公にする
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ことにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれ

がある場合又は当該公務員等が、そのおそれがあるものとし

て公安委員会規則で定める職にある警察職員である場合の当

該情報を除く。）

�～� 省略

ことにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれ

がある場合又は当該公務員等が、そのおそれがあるものとし

て公安委員会規則で定める職にある警察職員である場合の当

該情報を除く。）

�～� 省略

（愛媛県個人情報保護条例の一部改正）

第５条 愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（個人情報の開示義務等）

第１７条 省略

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報について

は、開示しないものとする。

� 開示請求者（当該開示請求者が法定代理人の場合は、本人。

以下この項及び第２５条第１項において同じ。）以外の者の個人

情報が含まれる個人情報（事業を営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）であって、開示することにより、当該開示請求

者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。

ア・イ 省略

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）

第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平

成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独立行政法

人 の役員及び職員を除く。）、独立行政法

人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員

及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職

務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公

務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

（当該公務員等の氏名に係る情報にあっては、開示すること

により、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがあ

る場合又は当該公務員等が、そのおそれがあるものとして公

安委員会規則で定める職にある警察職員である場合の当該情

報を除く。）

�～� 省略

（個人情報の開示義務等）

第１７条 省略

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報について

は、開示しないものとする。

� 開示請求者（当該開示請求者が法定代理人の場合は、本人。

以下この項及び第２５条第１項において同じ。）以外の者の個人

情報が含まれる個人情報（事業を営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）であって、開示することにより、当該開示請求

者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。

ア・イ 省略

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）

第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平

成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独立行政法

人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。）、独立行政法

人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員

及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職

務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公

務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

（当該公務員等の氏名に係る情報にあっては、開示すること

により、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがあ

る場合又は当該公務員等が、そのおそれがあるものとして公

安委員会規則で定める職にある警察職員である場合の当該情

報を除く。）

�～� 省略

附 則

１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。

２ 第３条の規定による改正後の愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例第２条の規定の適用については、この条例の

施行の日前に有していた郵便貯金（通常郵便貯金を除く。）及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年

法律第１０２号）附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第２条の規定による廃止前の郵便貯金法（昭和２２

年法律第１４４号）第７条第１項各号に規定する郵便貯金（通常郵便貯金を除く。）は、預金とみなす。

�愛媛県条例第４６号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年７月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成１９年７月１３日 第１８７８号外１

１８



改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～２１ 省略 １～２１ 省略

２２ 建築基準法

第４８条第１項

ただし書、第

２ 項 た だ し

書、第３項た

だし書、第４

項ただし書、

第５項ただし

書、第６項た

だし書、第７

項ただし書、

第８項ただし

書、第９項た

だし書、第１０

項ただし書、

第１１項ただし

書、第１２項た

だし書又は第

１３項ただし書

（同法第８７条

第２項若しく

は第３項又は

第８８条第２項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく建築

等の許可の申

請に対する審

査

用途地

域等に

おける

建築等

許可申

請手数

料

１８０，０００円 ２２ 建築基準法

第４８条第１項

ただし書、第

２ 項 た だ し

書、第３項た

だし書、第４

項ただし書、

第５項ただし

書、第６項た

だし書、第７

項ただし書、

第８項ただし

書、第９項た

だし書、第１０

項ただし書、

第１１項ただし

書又は第１２項

ただし書

（同法第８７条

第２項若しく

は第３項又は

第８８条第２項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく建築

等の許可の申

請に対する審

査

用途地

域 に

おける

建築等

許可申

請手数

料

１８０，０００円

２３・２４ 省略 ２３・２４ 省略

２４の２ 建築基

準法第５３条第

４項の規定に

基づく建築物

の建ぺい率に

関する特例の

許可の申請に

対する審査

建築物

の建ぺ

い率の

特例許

可申請

手数料

１６０，０００円

２５～３３ 省略 ２５～３３ 省略

３３の２ 建築基

準法第６０条の

２第１項第３

号の規定に基

づく建築物の

都市再

生特別

地区に

おける

建築物

１６０，０００円
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容積率、建ぺ

い率、建築面

積又は高さに

関する特例の

許可の申請に

対する審査

の容積

率、建

ぺい率、

建築面

積又は

高さの

特例許

可申請

手数料

３３の３ 建築基

準法第６７条の

２第３項第２

号の規定に基

づく建築物の

敷地面積又は

同条第５項第

２号の規定に

基づく建築物

の壁面の位置

に関する特例

の許可の申請

に対する審査

特定防

災街区

整備地

区にお

ける建

築物の

敷地面

積又は

建築物

の壁面

の位置

の特例

許可申

請手数

料

１６０，０００円

３３の４ 建築基

準法第６７条の

２第９項第２

号の規定に基

づく建築物の

間口率、高さ

又は構造に関

する制限の適

用除外に係る

許可の申請に

対する審査

特定防

災街区

整備地

区にお

ける建

築物の

間口率、

高さ又

は構造

に関す

る制限

の適用

除外に

係る許

可申請

手数料

１６０，０００円

３３の５ 省略 ３３の２ 省略

３３の６ 省略 ３３の３ 省略

３４ 建築基準法

第６８条の３第

１項の規定に

基づく建築物

の容積率、同

条第２項の規

定に基づく建

築物の建ぺい

率、同条第３

項 の規定に

再開発

等促進

区等の

区域に

おける

建築物

の容積

率、建

築物の

建ぺい

２７，０００円 ３４ 建築基準法

第６８条の３第

１項の規定に

基づく建築物

の容積率、同

条第２項の規

定に基づく建

築物の建ぺい

率又は同条第

３項の規定に

再開発

等促進

区等の

区域に

おける

建築物

の容積

率、建

築物の

建ぺい

２７，０００円
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基づく建築物

の高さ又は同

条第７項の規

定に基づく建

築物の用途地

域等における

建築に関する

制限の適用除

外に係る認定

の申請に対す

る審査

率、建

築物

の高さ

又は建

築物の

用途地

域等に

おける

建築に

関する

制限の

適用除

外に係

る認定

申請手

数料

基づく建築物

の高さ

に関する

制限の適用除

外に係る認定

の申請に対す

る審査

率又は

建築物

の高さ

に

関する

制限の

適用除

外に係

る認定

申請手

数料

３５・３６ 省略 ３５・３６ 省略

３６の２ 建築基

準法第６８条の

５の２の規定

に基づく建築

物の容積率に

関する特例の

認定の申請に

対する審査

特定建

築物地

区整備

計画等

の区域

におけ

る建築

物の容

積率の

特例認

定申請

手数料

２７，０００円

３７ 建築基準法

第６８条の５の

３第２項の規

定に基づく建

築物の各部分

の高さの許可

の申請に対す

る審査

省略 ３７ 建築基準法

第６８条の５の

２第２項の規

定に基づく建

築物の各部分

の高さの許可

の申請に対す

る審査

省略

３８ 建築基準法

第６８条の５の

５第１項の規

定に基づく建

築物の容積率

に関する制限

の適用除外に

係る認定の申

請に対する審

査

省略 ３８ 建築基準法

第６８条の５の

４第１項の規

定に基づく建

築物の容積率

に関する制限

の適用除外に

係る認定の申

請に対する審

査

省略

３９ 建築基準法

第６８条の５の

５第２項の規

定に基づく建

築物の各部分

省略 ３９ 建築基準法

第６８条の５の

４第２項の規

定に基づく建

築物の各部分

省略
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の高さに関す

る制限の適用

除外に係る認

定の申請に対

する審査

の高さに関す

る制限の適用

除外に係る認

定の申請に対

する審査

３９の２ 建築基

準法第６８条の

５の６の規定

に基づく建築

物の建ぺい率

に係る特例の

認定の申請に

対する審査

省略 ３９の２ 建築基

準法第６８条の

５の５の規定

に基づく建築

物の建ぺい率

に係る特例の

認定の申請に

対する審査

省略

４０～４６の３ 省

略

４０～４６の３ 省

略

４６の４ 建築基

準 法 施 行 令

（昭和２５年政

令第３３８号）第

１３１条の２第

２項の規定に

基づく建築物

の前面道路又

は同条第３項

の規定に基づ

く建築物の壁

面線若しくは

壁面の位置に

関する特例の

認定の申請に

対する審査

建築物

の前面

道路又

は建築

物の壁

面線若

しくは

壁面の

位置の

特例認

定申請

手数料

２７，０００円

４７～１０２ 省略 ４７～１０２ 省略

備考 省略 備考 省略

６ 省略 ６ 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表５の表２２の項及び３４の項の改正規定は平成１９年１１月３０日から、同表３６の項の次に次の

ように加える改正規定（同表３６の２の項に係る部分に限る。）及び同表３７の項から３９の２の項までの改正規定は都市再生特別措置法等の一

部を改正する法律（平成１９年法律第１９号）の施行の日から施行する。

�愛媛県条例第４７号
愛媛県警察本部組織条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年７月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県警察本部組織条例の一部を改正する条例

愛媛県警察本部組織条例（昭和３５年愛媛県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（刑事部の所掌事務）

第６条 刑事部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

（刑事部の所掌事務）

第６条 刑事部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
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�～� 省略

� 犯罪による収益の移転防止に関すること。

� 省略

� 省略

�～� 省略

� 省略

� 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第４８号
愛媛県議会議員弔慰金支給条例を廃止する条例を次のように公布する。

平成１９年７月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県議会議員弔慰金支給条例を廃止する条例

愛媛県議会議員弔慰金支給条例（昭和２６年愛媛県条例第１１号）は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

平成１９年７月１３日 発行
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